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書式第 8号 (法第 10条 。第 25
条関係 )

設立・定款変更用
令和 7年度事業計画書

成立の日から令和 8年 5月 31日 まで

特定非営利活動法人 D:WAジャパン
1 事業実施の方針
設立初年度は社会的責任監査人育成事業としての トレーニングやステークホルダーエングージメ

ント事業としてのワークショップなどを通して当法人の活動や理念を関係者等に広く周知するため

の活動等を主とする。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【11,410】 千円)

(2)その他の事業
なし

定款に記載され
た
事業名

事業内容 日時 場所

従事
者人
数

受益対象者
範囲

受益対象
者人数

事業費
(千円)

社会的責任監査

人育成事業及び

そのための教材

開発・翻訳事業

都内の会議室で、 1日 、対
面で、社会的責任監査人育

成 トレーニング(調査の方

法、対象、報告書の項目を

学ぶ)を開催する。

2025
年 9
月、
2026
年 1月

都 内 3人

社会的責任
監査人候補
者(労働者の
人権に関心
のある市民)

60人 5156

労働環境に関す

る社会的責任監

査・評価事業

依頼 を受 けた企 業 に対

し、労働者 との面談や労

働環境調査をとお して労

働 環境 の社会 的責任 監

査・評価を実施 し、労働

者の権利を尊重する企業
の能力向上を推進する事

業を行 う。

11
月頃
都内 3人

監査対象企
業(ア ジアに
サプライチ
ェーンを有
する企業や
移住労働者
を雇用する
企業)

1企業 1778

社会的課題に関

する調査、ステ
ークホルダーエ

ンゲージメン ト

事業

労働環境における不平等
など、アジアにサプライチ
ェーンを有する企業や移住
労働者を雇用する企業が抱
える社会課題の調査を行
い、当該調査結果を、ワ
ークショップでのプ レゼ
ン (年 1回程度 )、 企業ヘ
の社会的責任監査、行政
機関・労働団体 。その他
労働者の人権保護に関わ
るステークホルダーヘの
コンサルテーションにつ
なげる。

1

～3月
都内 3人

労働団体、企
業、行政機関

等
50人

4476

社会的課題に関

する調査、ステ

ークホルダーエ

ングージメン ト

事業

新たな特定技能労働者制
度の下での雇用プロセス
に関する人権・労働問題
に関する 3本の調査(文献
調査、ステークホルダー
ヘのインタビュー等)報告
書を作成 し、ワークショ
ップでのプレゼンなどを
通じて公表する。

3
月頃

都内 3人
労働団体、企
業、行政機関

等
50人
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書式第 8号 (法第 10条・第 25条関係 )

設立・定款変更用
令和 8年度事業計画書

令和 8年 6月 1日 から令和 9年 5月 31日 まで

特定非営利活動法人 DIWAジャバン

1 事業実施の方針
設立次年度は、引き続き、イベントの主催や参加を通じて、関係者やステークホルダーに広く当

法人の活動を周知する活動を進めるとともに、当法人の事業である社会的責任監査人の育成事業や

企業等の社会的責任監査の事業を進める。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【11,605】 千円)

(2)その他の事業
なし

定款に記載され
た事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数
受益対象者
範囲

受益対象
者人数

事業費
(千円)

社会 的責任 監

査 人育成事業

及びそのため

の教材 開発・

翻訳事業

都内の会議室で、 1日 、対
面で、社会的責任監査人育

成 トレーニング(調査の方

法、対象、報告書の項目を

学ぶ)を開催する。また、使

用する教材を業者に委託し

日本語に翻訳する。

2026年
9月 、
2027年
1月
都内 4人

社会的責任
監査人候補
者(労働者の
人権に関心
のある市民)

60人 5,114

労働 環境 に関

す る社会 的責

任 監査・評価

事業

依 頼 を受 けた企業 に対
し、労働者 との面談や労
働環境調査をとお して労
働 環境 の社会 的責任 監
査・評価を実施 し、労働
者の権利を尊重する企業
の能力向上を推進する事
業を行 う。

11
月頃
都内 4人

監査対象企
業(ア ジアに
サプライチ
ェーンを有
する企業や
移住労働者
を雇用する
企業)

1企業 1,957

社会的課題 に

関す る調 査 、
ステー クホル

ダーエ ングー

ジメント事業

日本における外国人労働
者の倫理的採用に関する
調査結果を 1つ作成 し、
し、ワークショップでの
プ レゼンなどを通 じて公
表する。

3
月頃
都内 4人

労働団体、
企業、

行政機関等

50人

4,534

社会的課題 に

関す る調 査 、
ステー クホル

ダーエ ンゲー

ジメント事業

労働環境における不平等
など、 日本企業が抱える
アジアにサプライチェーン
を有する企業や移住労働者
を雇用する企業が抱える社
会課題の調査を行い、当
該調査結果を、ワークシ
ョップでのプレゼン (年 1
回程度 )、 企業への社会的
責任監査、行政機関・労
働団体 。その他労働者の

人権保護に関わるステー
クホルダーヘのコンサル
テーションにつなげる。

1

～3月 都内 4人
労働団体、
企業、

行政機関等

50人



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係)

令和7年度 活動予算書 (その他事業が生登場合)
設立・定款変更用

法人 DWAジャバン
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【A

20 887 500経 収 :|

8 040 000

3 370 000

B 用

経

11 410 000

8 122

0 911 940
20 321 940

(1)人 件

(1)人 件費
●1,戦副

,.rl F“

退職冷イ,費サ||

11利 |'′ 生資

(2)そ の他経■
消耗品費

仕器備品

水道光熱費

通(‐運搬費

地代家賃

旅費交通費

減価償却費

支払報酬費

交際彙

r「 ||「 |

■ 11‖,′

“,こ 11,1,「 ||マヤ|||

1lFIII''| `,

旅費交通費

印刷製本費

外注費

交際螢
広告
"伝
費

(2)そ の
全1掟性

当 常 増 減 額 A 8 ・0 665 560

【C
1古 |.L:t″■t」 ||`｀

す01‐ 111● 益|`||イ|

【D

`,1,||

1古lt資 .r.た
'゛

|11

,11:|(:失

49

税  引 当 正

・・(D

額 60

60

法 人税 .イ 1嗅■及 び1,X税
,■ ,'||「味財 |″徹  ・・・0

000

0

20 887 600

.||,||||

“

菫■

750 000

1 160 000

120 000

340 000

200 000

300 000

贄計

76.000
8 047 500



書式第 9号 (法第 lo条・第 25条関係 )

令和8年度 活動予算書 (その他事業が上登場合)
設立・定款変更

用

量 什  円
科 目 金   額 小計・合計

A

1 受取会費
T全 員
=,4,贅助会員受取会,

0

2 受取寄 附金
受驚寄附 金

施 設等受入評価益

20 887 500

20 887 500

3 受取助咸全等
受取補助金

0

4 事業収益
労働環策に関する社会的責任監査・評価事業

社会|1責任監査人育成事業及びそのための教材開発・翻訳事業

2 300 000

2 000 000

000 000

5 そ の O

='■
堂

経 常 収 益 計 23 187.500

B 経  常 用

1 事業費
(1)人 8 935 000

給料手当

役員報酬

退職給付費用

福利厚生費

8 986 000

(2)そ 2.6'0 000

会議費

交際費

旅費交通■

施設等評価費用

減価償却,
印刷製本,
業務委託,(通訳・翔択■)

750 000

200 000
1 160 000

120 000

440 000

11 605 000

2 管理■
(1)人 8 292 600

■員報酬

給料手当

退職給付費用

福利厚生書

(2)その他饉■
消耗品費
十器備品

水道光熱貴

通信運搬費

地イヽ家賃

旅費交通費

減価償却費

支払報酬費

交際費

3010000
240

400

000

120

800

000

000

000

000

000

0

0

000

000

160

224

11 302 500

経 常 費 用 計 22 907 500

当 期 経 常 増 減 額 A B 280 000

【C】 経 常 外 収 益

経 常 外 収 益 計

:D】 経 常 外 費 用

経 外

税 引 前 当 期 正 味 産 増 減 額 ①+② 3

0
正

280 000
70 000

495500
705 660

DIWAジ ャバン

750001
3 217.500 1

1

1

固定資産完却益

過年度損益修正益

固定資産売却根

災害損失

拇年度損林修正損


